
Ⅰ．はじめに

　平成１４年１２月にバイオマスニッポン総合戦略が閣議決定された。

これによりバイオマスの生産，収集，輸送・変換技術の高効率化

（低コスト化），また国民理解等に関する方向性が示された。木質

バイオマスに関しては，森林資源，林業生産の地域的差異，また

政策の総合性の面から，適正な森林管理を前提とし，地域の現状

に即した政策が求められている。しかし，今日の日本の現状は，

環境関連税制，電力制度など，国レベルでの政策は他の先進諸国

と比較して遅れており，各地で見られる木質バイオマス利用はモ

デル的，試験的段階である。そうした中，山口県では「やまぐち

森林バイオマスエネルギー・プラン」を策定し，県として木質バ

イオマスエネルギー利用に対する基本的な考え方を明確化してい

る。このプランに盛り込まれている木材ガス化発電設備の稼動は

国内初めての事例であり，山口県は木質バイオマスのエネルギー

利用に関して先進的に取り組んでいる。木質バイオマスエネル

ギー利用の準備期間であると言える今日において，県レベルで木

質バイオマスエネルギー利用に積極的な政策を掲げる要因，また

利用を検討している企業等の意識は注目すべき点である。そこで，

本研究では山口県が木質バイオマスエネルギー利用に対して積極

的な政策を取っている背景を把握した上で，利用を検討している

地元の企業A社に対する聞き取り調査を行った。

Ⅱ．資源特性と産業特性

　２０００年世界農林業センサスによると，山口県は県面積の７割に

相当する約４３万６千 ha を森林が占める。人工林は森林の約４３％

であり，資源蓄積量は県の年間木材消費量の７０倍以上に達すると

されている。この森林から木質バイオマスエネルギーの原料とし

ての供給可能量は表－１のように試算されている。竹資源は全体

の約２０％を占め，森林資源のなかで最も高い割合を占めるが，こ

れは全国二位の資源量である。竹資源は伐採後４，５年程度で再

資源化が可能であることから，「バイオマス・プランテーション」

としての可能性を持つと考えられている。年間供給可能量は約３０

万ｔ／年で，これは石油換算で１１万 kl に相当する。

　産業としては，化学，石油・石炭，セメント，鉄鋼等の基礎素

材型産業やエネルギー関連産業の集積割合が全国的に見て高く，

都道府県別に工業の業種構成をみると素材型産業の構成割合は全

国１位である（図－１）。また，火力発電所が６箇所と大規模自

家発電基１６５基があり，産業部門燃料種別最終エネルギー消費量

をみると石炭系燃料が高い割合となっている（図－２）。このこ

とからバイオマスエネルギーに対する技術力，潜在的需要は高い

と考えられる。

Ⅲ．やまぐち森林バイオマスエネルギープランの内容

　「やまぐち森林バイオマスエネルギー・プラン」の展開は図－

３のように示される。木質バイオマスの供給に関しては間伐材，

竹材等の輸送，収集に関する低コスト供給システムの構築を目指

しており，山口県森林組合連合会が実際の収集，運搬業務を請け

負う契約を県と締結している。利用に関しては以下の３つが展開

される計画である。
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展開１）石炭火力発電所での混焼システム

　既設の石炭火力発電所での混焼システムであり，地元電力会社

が今年度（２００３）から技術開発を行う予定である。また宇部市の

A社における施設整備が現在進められており，来年度からテスト

稼動の予定となっている。

展開２）電熱併用のガス化発電システム

　中山間地域エネルギー供給システムとして考えられている。エ

ネルギー関連会社，コンサルティング関連会社，産業機械の製造

業関連会社等と共同で，２００３年度７月からテスト稼動に入ってい

る。ガス化による電気と熱は山口市に所在する製材工場に供給さ

れる予定となっている。木材ガス化発電設備の稼動は国内では初

めての事例である。

展開３）ペレット・ボイラーシステム

　小規模分散型熱供給システムとして考えられており，農業用，

業務用ボイラー，庁舎等公共施設ボイラーでの利用が２００６年度か

ら始まる予定となっている。

　このように，「やまぐち森林バイオマスエネルギー・プラン」

は３つに展開することで，規模，利用法，利用者を広く想定して

おり，２００６年度から全システムを稼動・運転する予定となってい

る。なお，今回の聞き取り調査は事業が具体化している展開１の

A社に対して行った。

Ⅳ．既設石炭火力発電施設での利用計画

　A社は，宇部市に所在地を置く創業１８９７年の会社である。主に

化学，建設資材の製造業を行っている。美祢市に自前の石炭火力

発電施設を持ち，ここでの木質バイオマスエネルギー利用を計画

している。発電施設のエネルギー供給量は５５MWで，石炭との

混焼割合は２０～２５％程度としている。これによるバイオマス利用

計画量は一年当たり約４万５千ｔとなっており，２００４年度から稼

動開始予定である。この施設のボイラーの特徴として循環流動層

燃焼システムが挙げられる（図－４）。これは燃料粒子を燃焼空

気により循環的に高速流動化させるという仕組みであり，燃焼効

率が良い，燃料適合性が高い，また窒素酸化物等の排出抑制が可

能で，環境負荷が低く特別な排ガス処理設備が不要な為，設備の

経済性が高いとされている。

　木質バイオマスのチップ化からボイラーでの利用に際して，A

社では発電施設のある美祢市の伊佐鉱山にチップ置き場として使

用する土地が無いため，宇部市のセメント工場内にチップ置き場

を設定し，また，ここにチップ化工場を現在新設中である。この

工場新設にあたり，２００２年度「木質バイオマス利活用施設整備特

別対策事業補助金」の交付を受けており，補助の割合は新設費用

の１／３となっている。また，利用を予定している木質バイオマ

スの種類は建設発生木材で，収集に際しては逆有償を考えており，

引き取り料金を受け取って建設発生木材の収集を行う計画である。

収集範囲としては山口県全域及び福岡，広島，島根県を想定して

いる。

同社のセメント工程と建設発生木材の流れについて見ると（図－

５），美祢市の伊佐鉱山から石灰石を宇部市のセメント工場へ輸

送し，セメントを生成しているが，この時の輸送は３０kmに及ぶ

A社専用の道路を使用している。建設発生木材の運搬においても

この専用道路が使用されている。さらに伊佐鉱山での自家発電の

際に発生する焼却灰についても，石炭灰と共にセメント原料とし

て宇部市の工場で利用する予定で，この焼却灰も専用道路にて輸

送する。このように輸送，また建設発生木材利用の面においても

非常に無駄の無いビジョンが立てられている。

　建設発生木材は，２００２年の建設リサイクル法の完全施行により，

建築物の分別解体および再資源化の義務付けがなされた。しかし，

山口県における建設発生木材の有効利用率は１６万ｔ中４０００ｔの

２．５％と低く，大口且つ安定的な利用先が早急に求められている

状況にあった。一方，セメント産業は廃棄物をセメント原料の一

部及び燃料として利用可能であり，A社は廃棄物のリサイクルを

担うことで社会に貢献しようという意識を高く持っていた。この

意識が山口県における建設発生木材リサイクルの状況と一致する

ことで成立した計画であると言える。建設発生木材を２００４年から

使用するに当たり，A社は，建設発生木材の収集面で，コスト，

量的にどこまで安定的に集められるのか，また，建設リサイクル

法について，建築物の解体費が徹底して支払われる体制にあるの

かを懸念している。建設リサイクル法が２００２年に施行されたばか

りだということもあり，建設発生木材供給の長期的な安定性に対

する不安を抱えていた。

　一方，「やまぐち森林バイオマスエネルギー・プラン」にある

間伐材等の利用に対する意識は低く，現段階における間伐材等の

利用はほとんど計画していない状況にあった。これはコストの問

題が大きく，建設発生木材は逆有償で仕入れを計画しているため，

リサイクルと同時にコスト減も見込めるのに対し，間伐材等の利

用はコスト増になることを懸念している。

Ⅴ．ま　と　め

　木質バイオマスをエネルギーとして利用する場合，森林資源・

林業生産に係る分野とエネルギーの生産，利用に係る分野の総合

性，また公的な利用と普及の促進策が必要である（2）。「やまぐ

ち森林バイオマス・エネルギープラン」は規模，利用法，利用者

が３つに展開される計画であり，県の資源と産業の総合性を基に

したエネルギー地産地消を県が中心となり目指していた。調査を

行った石炭火力発電混焼システムは既設の発電所における木質バ

イオマス利用であり，施設的，技術的にも山口県の素材型産業，

エネルギー産業の特性を活かす計画となっている。また，セメン

ト工場での混焼計画に関しては，建設発生木材燃焼後の灰を石炭

灰と共にセメント原料の一部としての利用を考えており，非常に

無駄の無いシステムが計画されていた。リサイクルにより地域社

会に貢献しようというA社の考えは，企業が，｢私 ｣的なもので

ある，と同時に社会に与える影響も大きく，社会的存在であると

いう認識を強く持っているといえる（2）。しかし，利用する木

質バイオマスの種類は建設発生木材を主とする計画であり，コス

ト的な問題から，県のビジョンに盛り込まれている間伐材，竹材

等の利用に対するA社の意識は低いものであった。間伐材をい

かに効率的にバイオマス生産施設まで運ぶか，という問題は，コ

スト高の日本林業の課題そのものである（1）。プランの森林バ

イオマス低コスト供給システムの実証結果により，間伐材の伐出

コストが低下しても，建設発生木材のように逆有償での取り引き
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は考えられず，A社における間伐材，竹材等の利用は現段階では

見込めない。このことに対して，県はA社における森林バイオ

マスの利用を促す何らかの対策を採るのか，今後注目すべき点で

ある。

　さらに，このプランの他の展開方向であるガス化発電システム

と小規模分散型熱供給システムについても調査，検討を行い，地

域独自に進めているプロジェクトの有効性を検証し，現段階で行

うべき課題の提起に繋げたい。

引用文献

（1）松下幸司・田口標（２００２）炭素循環と環境保全を実現する

森林バイオマス・畜産廃棄物発電による地域振興，２０８pp，

平成１１～１３年度科学研究費補助金研究成果報告書（地域連携

推進研究費，課題番号１１７９４０３０），１９８．

（2）植田和弘（２００３）経済　９８：２０．

28

Kyushu J. For. Res. No. 57　2004. 3

表－１．エネルギー原料供給可能量

供給可能量ｔ /年（％）資源名

（６．７）２０，２００未利用間伐材（スギ）

（１５．６）４６，７００未利用間伐材（ヒノキ）

（０．１）４００原木市場木くず（端材）

（０．２）６００原木市場木くず（樹皮）

（２．０）５，９００製材所木くず（オガクズ等）

（０．４）１，２００製材所木くず（樹皮）

（１９．６）５８，６００未利用竹資源

（２．０）６，０００剪定枝葉

（４６．６）１３９，６００森林資源合計

（５３．４）１６０，０００建設発生木材

（１００）２９９，６００年間供給可能量　合計

資料：H１４年度森林バイオマスエネルギー活用可能性調査結果より

図－１．２０００年都道府県工業の業種構成
 資料：経済産業省　工業統計表より

図－２．１９９９年度産業部門燃料種別最終エネルギー消費量
 資料：山口県省エネルギービジョン基礎調査報告書より
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図－５．セメント工程と建設発生木材の流れ

図－４．循環流動層燃焼システムの概要図

図－３．やまぐち森林バイオマスエネルギー・
　　　　プランのフロー

（２００３年１１月４日　受付；２００３年１２月２６日　受理）


